
四日市市「男女がいきいきと働き続けられる企業」表彰要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、四日市市「男女がいきいきと働き続けられる企業」表彰要綱(以

下「要綱」という。)の運用について、必要な事項を定める。 

 

（表彰の対象） 

第２条 表彰の対象となる主たる事業所とは、従業員総数の２分の１以上の従業員

が常時勤務している事業所をいう。 

 

（推薦） 

第３条 要綱第３条の推薦を行う者は、推薦書兼申告書（第１号様式）を市長に提

出することとする。 

２ 前項の推薦は、自己において行う他、商工会議所等各団体の長が行う。  

 

（評価基準） 

第４条 評価基準は、別表に掲げるとおりとする。 

 

（表彰の種類） 

第５条 表彰は原則として、大賞、奨励賞を設け表彰する。ただし、市長が必要と

認めたときはこの限りではない。 

２ 表彰は前項に定める部門の総数で３者程度とし、それぞれの部門について、１

企業につき１回とする。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りではない。 

 

（選考委員会）  

第６条 要綱第５条の選考委員会の開催については、次のとおりとする。  

（１）委員会には、委員長を置くこととし、委員長は委員の互選とする。  

（２）委員会の会議は、委員長が招集する。  

（３）委員会は、委員３人以上が出席しなければ、会議を開くことができない。  

（４）委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決  

するところによる。  

（５）委員長は、選考結果を市長に報告する。  

 

 



（選考の方法）  

第７条 選考委員会は、第３条に定める推薦書に記載された内容を、第４条の基準

に照らし合わせて評価し、６０点程度を基準として奨励賞、８０点以上を基準と

して特に優秀であると認められる事業所を大賞の被表彰者として選出する。ただ

し、選考委員会が必要と認めるときは、点数に関わらず、推薦書の内容その他の

事情を総合的に判断して、被表彰者を選出することができる。 

２ 選考委員会は、必要に応じて、推薦者の事業所その他施設を訪問してヒアリン

グ調査を行うこととする。 

 

附 則 

この要領は、要綱の公布の日から施行し、平成２１年１２月１日から適用する。  

附 則 

この要領は、平成２２年１０月１４日から適用する。  

附 則 

この要領は、平成２４年４月１日から適用する。  

附 則 

この要領は、平成２５年９月１日から適用する。  

附 則 

この要領は、平成２６年１２月１日から適用する。  

附 則 

この要領は、平成２８年１０月１７日から適用する。  

附 則 

この要領は、平成２９年１０月１７日から適用する。  

附 則 

この要領は、平成３０年７月１日から適用する。  

附 則 

この要領は、令和元年５月３１日から適用する。  

附 則 

この要領は、令和２年８月１７日から適用する。  

附 則 

この要領は、令和４年４月１日から適用する。  

附 則 

この要領は、令和５年４月１日から適用する。  

 



附 則 

この要領は、令和７年４月１日から適用する。  



別表（第４条関係） 

評価基準  

内容  配点  

１ 従業員のワーク・ライフ・バランスの推進  計１６点  

（１）年次有給休暇の取得をしやすい環境づくりに取り組んでいる。

（年次有給休暇の部分取得を認めている、ストック休暇制度等） 

２点  

（２）所定外労働時間を減らす取り組みを実施している。（ノー残業デ

ーやノー残業ウィークの導入、拡充）  

２点  

（３）介護休業について、就業規則が整備され、直近３年間に取得実

績がある。  

２点  

（４）全ての従業員に適用できる柔軟な勤務形態がある。（フレックス

タイム制、裁量労働、短時間勤務、テレワーク、在宅勤務等）  

２点  

（５）治療と仕事の両立支援ができる体制、制度を構築している。（が

ん等の病気の治療に対する勤務時間等の配慮や適切な措置を行

っている等）  

２点  

（６）結婚、出産、育児、介護等の事由による退職者の再雇用等就職

支援を行っている。（希望者登録制度、研修制度、ジョブ・リタ

ーン制度等）  

２点  

（７）従業員に対して、職場環境等に関する聞き取り等の実施やさま

ざまな悩みを相談できる体制を導入し、従業員の状況や意見の

把握に努めるとともに、従業員への諸制度の啓発を行い、働き

やすい環境づくりに取り組んでいる。（従業員アンケートの実

施、職場環境改善提案制度の実施等）  

２点  

（８）イクボス（※１）宣言をしているまたはみえのイクボス同盟に

参加している。  

２点  

２ 従業員への子育て支援  計１２点  

（１）産前産後休業が就業規則等で整備され、直近３年間に取得実績

がある。（産前６週間・産後８週間）  

２点  

（２）育児休業期間が就業規則等で整備され、直近３年間に取得実績

がある。（１歳に達するまで。一定の理由がある場合は２歳）  

２点  

（３）従業員の円滑な育休の取得及び育休後の職場復帰を支援するた

めに、育休復帰支援プランを策定し、産休や育休が取得しやす

２点  



い環境づくりを行っている。  

（４）男性も積極的に育児に取り組むことができるような取り組みを

実施している。（男性の育児休業の取得の奨励や、子育てマイス

ター養成講座の利用の推進等）  

２点  

（５）次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主による行動計画

の認定を受けている（従業員が１０１人以上の企業）。  

又は、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主による行

動計画を策定している（従業員が１００人以下の企業）。  

２点  

（６）みえ次世代育成応援ネットワークに登録している。  ２点  

３ 男女共同参画の視点  計１２点  

（１）職場の男女比率の偏りが少なくなるよう配慮している。  ２点  

（２）女性に対し、昇進・昇格に向けた特別研修を実施する、昇格試

験を受験するように促す等、女性の管理職等への登用に積極的

に取り組んでいる。  

２点  

（３）性別によらない能力本位の業務体制を確立し、能力開発のため

の研修や資格の取得を助成する等の制度がある。  

２点  

（４）セクシャルハラスメントやパワーハラスメントの防止のために、

厚生労働大臣の指針で定める実施が望ましい取り組み（各種ハ

ラスメントの一元的な相談体制の整備、ハラスメントの原因や

背景となる要因を解消するための取り組み等）を実施している。 

２点  

（５）男女共同参画にかかる研修を実施している、又は外部の研修会

に参加している。  

２点  

（６）女性活躍推進法に基づく一般事業主による行動計画の認定を受

けている（従業員が１０１人以上の企業）。  

又は、女性活躍推進法に基づく一般事業主による行動計画を策

定している（従業員が１００人以下の企業）。  

２点  

４ その他男女がいきいきと働き続けられるための取り組み内容や取

り組み実績への評価  

計６０点  

（１）従業員のワーク・ライフ・バランスの推進に関する取り組み  

  （ワーク・ライフ・バランス研修の実施、法定を上回る特別休暇

の整備等、企業独自の取り組み）  

２０点  

（２）従業員への子育て支援に関する取り組み  ２０点  



  （孫育て休暇の導入、保育施設の整備、配置転換の配慮、不妊治

療に対する配慮や支援等、企業独自の取り組み）  

（３）男女共同参画に関する取り組み  

  （女性特有の病気に対する検診の支援や治療への配慮、男女・LGBT

それぞれの立場へ配慮等、企業独自の取り組み）  

２０点  

合計  １００点  

※１ イクボスとは、部下の育児や介護等と仕事の両立に配慮、理解があり、育休

取得や短時間勤務等を行っても、業務を滞りなく進めるために業務効率を上げ、

自らも仕事と生活を充実させている経営者や管理職のことです。  


